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当 

東 京労働局需給調整事業部 

需給調整事業第二課長   降幡 勇一 

需給調整事業第二課長補佐 鳥谷部 裕 

主任需給調整指導官    野上 浩一 

電 話 ０３－３４５２－１４７４ 

F A X ０３－３４５２－５３６１ 

 

適正な業務委託・請負事業等の実施についての 

事業主向けセミナーを開催します！ 

 

 
 
 
 

 
 

 

１．開催日時、場所 

開催日 時 間 場 所 

１２月１２日（水）  
女性就業支援センター４階ホール 

港区芝５－３５－３ 

定員２４９名（各回） 

１５：００～１６：３０ 

１２月１３日（木）  

 

１２月１４日（金）  立川地方合同庁舎 ３階共用会議室１ 

立川市緑町４－２ 

定員１８０名（各回） 
 

 ※各回とも、20分前より受付を開始します。 

 

２．参加申込方法・申込先 

  別添の「参加申込書」に必要事項を記入の上、１２月５日（水）までに東京労働局需

給調整事業部あてＦＡＸ送付により申込みをお願いします。 

 ※ＦＡＸ送信が成功したことを送信記録により必ず確認するようにしてください。 

 ※定員に達し次第、申込締切となります（参加いただけない場合は連絡いたします）。 

 ＦＡＸ番号 ０３－３４５２－９５０２ 

 

Ministry of Health, Labour and Welfare 

厚生労働省 Press Release 
厚 生 労 働 省 

東 京 労 働 局 発 表 

平成３０年１１月２２日 

【連絡・問合せ先】東京労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課 〔電話〕03-3452-1474 

多くの企業においては、業務委託契約、準委任契約、請負契約などの多様な契約を締結し

事業を行っていますが、業務委託契約等と派遣契約の違いについて十分に理解できていない

ために、中には、いわゆる偽装請負とみなされるケースも生じています。 

このため、東京労働局（局長：前田芳延）では、偽装請負とならないよう業務委託契約等

と派遣契約の違いについて理解していただくためのセミナーを以下により開催することと

いたしました。 

 業務委託契約、準委任契約、請負契約等を締結して事業を行っている事業主の皆様、これから

こうした契約の締結を考えている事業主の皆様には、是非、この機会にご参加ください。 

 

 

申込受付締め切りました。 

 

 申込受付締め切りました。 

 

申込受付締め切りました。 
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平成３０年１２月５日（水）までにＦＡＸにて申込みをお願いします。 

 

東京労働局 需給調整事業部 

需給調整事業第二課 あて 

  ＦＡＸ番号 ０３－３４５２－９５０２ 

＜適正な業務委託・請負事業等の実施についての事業主向けセミナー参加申込書＞ 
 ※ 参加希望開催回に１つ〇を付けてください。 

開催回 開催日 開催時間 開催場所 

第一回 平成 30年 12月 12日（水）  

女性就業支援センター4階ホール 

（ﾊﾛｰﾜｰｸ品川 4階）港区芝 5－35－3 

定員２４９名（各回） 

第二回 15:00～16:30 

第三回 平成 30年 12月 13日（木）  

第四回  

第五回 平成 30年 12月 14日（金）  
立川地方合同庁舎 3階共用会議室１ 

（ﾊﾛｰﾜｰｸ立川 3階）立川市緑町 4－2 

定員１８０名（各回） 第六回  

 

事業所名・住所 
 

 

電 話 番 号 

Ｆ Ａ Ｘ番号 
電話番号   （   ）   ＦＡＸ番号   （   ）    

参加者役職氏名 
 

 

※ 参加希望される場合は、ＦＡＸの上、この参加申込書を当日受付に持参してください。 

※ ＦＡＸ送信が成功したことを送信記録により必ず確認するようにしてください。 

※ 定員に達し次第、申込締切となります（参加いただけない場合は連絡いたします）。 

 

 

 

 

別添 

 

申込受付 

締め切りました。 

 

申込受付 

締め切りました。 

 

申込受付 

締め切りました。 


